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はじめに  

公立大学法人広島市立大学は、広島市が設置した公

立大学として「科学と芸術を軸に世界平和と地域に貢

献する国際的な大学」という建学の基本理念の下、「国

際平和文化都市の「知」の拠点－地域と共生し、市民

の誇りとなる大学－」を目標に掲げ取組を進めてき

た。  

第３期中期計画においては、新型コロナウイルス感

染症の拡大やデジタル化の進展等に伴い社会環境が

大きく変化する中、地域と社会との関わりの中で知の

幅を広げ、幅広い教養と深い専門知識・技能を身に付

け、地域社会と世界に貢献する人間性豊かな人材の育

成に取り組む。 

これらの目標の具現化に向けて、大学の未来ビジョ

ンとして「地域と国際社会の持続的発展に貢献する、

創造性と人間性豊かな人材を輩出する大学」、「国際

学、情報科学、芸術学、平和学において、知のフロン

ティアを拓き、社会の持続的発展と世界平和に資する

先端的研究を行う大学」、「地域と社会のよりよい未来

の創出に貢献し、広島広域都市圏の活性化と持続的発

展に欠かすことのできない大学」、「ヒロシマを世界に

伝え、世界平和の実現に貢献する大学」、「複雑化する

国際社会で活躍できるグローバル人材を輩出する大

学」及び「諸課題に対して機動的に対応できる運営体

制を持ち、将来にわたって持続的に発展する大学」の

６つを掲げ、中期目標に基づき中期計画を定める。 

 

 

  

重点取組項目  

１ 教育 

幅広い視野を持ち、次代の地域社会やグローバ

ル社会を担う人材を育成するため、学修者本位の

教育や特色ある教育を推進するとともに、教育Ｄ

Ｘ（デジタル・トランスフォーメーション）等を

通じた教育の質の向上と質保証に取り組む。 

 

 

２ 研究 

   社会の持続的発展と地域の活性化を目指し、先

端的研究や広島地域の知の拠点として地域課題

の解決に資する研究を推進する。 

 

 

３ 地域・社会貢献 

「地域と共生し、市民の誇りとなる大学」とし

て、広島広域都市圏の持続的発展や地域社会の活

性化に貢献するため、地域に愛着を持って地域で

活躍する人材を育成するとともに、行政課題の解

決やまちづくり、地域産業の活性化に資する地域

共創の取組及び産学官連携を推進する。 
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４ 平和 

世界有数の平和研究に関する教育研究拠点の

形成を目指すとともに、ヒロシマと平和に係る教

育と研究等の取組及び広島広域都市圏の大学と

の連携を推進することで、核兵器廃絶と世界恒久

平和の実現に向けた広島市の取組に貢献し、ま

た、得られた知見を地域や社会に還元する。 

 

 

５ 国際化 

グローバルな視野を持ち、多文化共生社会の一

員として活躍できる人材を育成するため、海外学

術交流協定大学等との相互交流の推進、国際交流

を通じた異文化理解の促進、外国語教育の充実等

により、大学の国際化を推進する。 

 

  

６ 大学運営 

戦略的かつ機動的な大学運営を行うため、理事

長・学長のリーダーシップとＩＲ（Institutional 

Research：大学に関する情報の調査及び分析をい

う。）に基づいた教学・経営マネジメントを推進

し、内部質保証の充実を図る。また、ＤＸの推進

等により、学修支援及び学生支援の充実に取り組

むとともに、業務の効率化を進める。 

 

 

第１ 中期計画の期間  

   令和４年（2022 年）４月１日から令和 10 年

（2028 年）３月 31 日までの６年間とする。 

 

  

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

 

１ 教育  

  ⑴ 教育内容の充実（教育の質の向上）  

   ア 全学共通教育  

    (ｱ) 文理芸融合の複眼的思考力と総合的な判

断力を身に付けた人材の育成を目的とし

て、人文科学、社会科学から自然科学、芸

術までを横断的、多角的に学べるよう、全

学共通系科目の再編に取り組む。 

 

○全学共通系科目の再編 

    (ｲ) Society5.0 に代表される社会の劇的な

変化に対応できる能力や自己の思考を言語

化し表現できるコミュニケーション能力を

身に付けられるような新規科目を開設す

る。 

 

○新規開設科目の点検、評価・改善 

    (ｳ) 外国語による実践的なコミュニケーショ

ン能力を向上させるため、正課外を含めた

外国語教育の充実を図る。 

○正課外を含めた外国語教育プログラムの実施、

評価・改善 
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(ｴ) 教育の充実と質の向上を図るため、全学

共通教育及び特色ある教育の企画・推進を

行うとともに、大学全体の教育の点検・評

価・改善を統括する体制を強化する。 

 

○全学共通教育等の点検・評価及び効果的な

実施体制の構築 

   イ 学部専門教育  

    (ｱ) 国際学部においては、専門性と学際性の

両立を目指してカリキュラムの一層の充実

を図るとともに、グローバルな視野と地域

の視点を併せ持ち、国際社会や地域社会で

活躍できる人材の育成に取り組む。 

 

○専門性と学際性の両立を目指したカリキ

ュラムの評価・改善、グローバルな視野と

地域の視点を併せ持ち国際社会や地域社

会で活躍できる人材の育成のための教育

の実施 

    (ｲ) 情報科学部においては、社会の変化やニ

ーズに対応する基礎教育の充実及びカリキ

ュラムの点検・見直しに取り組むとともに、

地域と連携した人材育成に取り組む。 

 

○社会の変化やニーズに対応する教育の実施、評

価・改善 

 

    (ｳ) 芸術学部においては、現代社会における

芸術の社会的役割を意識した教育を推進す

るため、実践的な創作能力を養成するとと

もに、地域展開型の教育内容の充実を図る。 

 

○実践的な教育を充実させる教育体制の運

用、点検・評価 

    (ｴ) 高大接続改革の一層の推進を図るため、

入学前教育及びリメディアル教育（大学教

育を受ける前提となる基礎的な知識等を補

う教育をいう。）の充実に取り組む。 

 

○入学前教育及びリメディアル教育の実施、

点検・評価 

   ウ 大学院教育  

    (ｱ) 国際学研究科においては、中学校・高等

学校教員や自治体職員等を含めた実務者

及び地域共創を志す者を対象とした高度

専門教育を推進するため、カリキュラムや

授業実施方法の見直しに取り組む。 

 

○教員や実務者など社会人の受入れを念頭

に置いたカリキュラムや授業実施方法の

見直し 

    (ｲ) 情報科学研究科においては、社会の変化

やニーズに対応した高度専門人材を育成す

るため、カリキュラムの見直しや柔軟な教

育研究体制の構築に取り組む。 

 

○新カリキュラムの実施、新教育研究体制の

運用 

    (ｳ) 芸術学研究科においては、現代社会にお

ける芸術の役割を踏まえ、学生の創作研究

のレベルアップと実践力の向上を目指し、

領域横断的な教育研究に取り組むととも

に、地域展開型の芸術プロジェクトへの参

加等による実践的教育を推進する。 

 

 

 

○創作研究のレベルアップと実践力の向上を図

るための教育体制の運用、点検・評価 



 
 

4 

公立大学法人広島市立大学第３期中期計画  年度計画（令和８年度） 

  

    (ｴ) 平和学研究科においては、「広島発の平

和学」を創りあげていくことを目指して、

科目内容の充実や広島広域都市圏の大学と

の連携を進めることで、大学院教育の充実

を図る。 

○「広島発の平和学」を創りあげていくことを目

指して設置した教育課程の点検や大学間連携

による平和に関する共同教育プログラムの実

施等 

  

   エ 特色ある教育  

  (ｱ) 地域に愛着・誇りを持ち、その発展に貢

献する人材を育成するため、座学と体験を

通じて学ぶ地域志向教育の充実を図る。 

［数値目標］ 

地域志向科目の受講者数 

目標値：1,560 人／年（令和９年度まで

に） 

現状値：1,226 人／年（平成 28 年度～令

和２年度平均） 

［数値目標］ 

地域志向特定プログラムの修了認定者

数 

目標値：60 人／年（令和９年度までに） 

現状値：22 人／年（平成 30 年度～令和

２年度平均） 

 

○地域志向教育の実施、評価・改善 

(ｲ) 多様な価値観を受容し、国際性を身に付

け、グローバルに活躍できる人材を育成す

る教育に取り組む。 

［数値目標］ 

正課外のグローバル人材育成プログラ

ムに参加した学生数 

目標値：390 人／年（令和９年度までに） 

現状値：177 人／年（平成 28 年度～令和

２年度平均） 

 

○グローバル人材育成教育プログラムの点

検、評価・改善 

 

    (ｳ) よりよい社会の実現に向けて様々な状況

でリーダーシップを発揮できる人材を育成

するため、座学と体験を通じてリーダーシ

ップのあり方を学ぶ教育に取り組む。 

 

○リーダー人材育成教育の実施、評価・改善 

 

    (ｴ) ヒロシマから学び、より平和な未来を志

向する人材を育成するため、平和関連教育

の充実を図る。 

○平和関連教育プログラムの実施、評価・改

善 

 

  

  ⑵ 教育方法等の改善（教育の質保証）  

   ア ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

をはじめとする学修目標などのアウトカムを

重視した教育の充実を図るため、教育の内部

質保証体制（大学が自らの責任で自学の諸活

動について点検・評価を行い、その結果を基

○教育の内部質保証に係る実施体制及び体

系的な取組の運用、点検・評価 
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に改革・改善に努め、それによってその質を

自ら保証する体制をいう。）を確立し、教育Ｄ

Ｘによる学修成果の可視化等による継続的な

質保証に取り組む。 

 

   イ 主体的な深い学びを促す学修者本位の教育

の実現に向けて、ラーニングアナリティクス

（学習データを収集・分析して教育に役立て

る取組をいう。）等の教育ＤＸを推進すると

ともに、教育ＤＸで得られたデータを活用

し、授業方法等の改善を行う。 

 

○学修者本位の学修スタイルへの変革に向けた

取組の実施 

   ウ 学修者本位の学びを支えるため、附属施設

等の設備やサービスの充実を図るとともに、

全学横断的な学習支援体制の構築や学習環

境の整備を図る。 

 

○全学横断的な学習支援体制の運用、評価・改善 

   エ 教育内容や教育方法に合わせた柔軟な講義

スケジュールの設定を可能とすることや、地

域志向教育や留学等の学内外での学生の体

験的学びへの積極的な参加を促進するため、

大学の行事暦、学年暦、時間割、単位の認定

要件、卒業要件、教育課程表等を包括的に見

直す。 

○教育実施制度等の見直し 

 

 

 

２ 学生の確保と支援 

 

  ⑴ 学生の確保  

  ア 学部 

新学習指導要領に基づいた入学者選抜に

対応するため、選抜方法等の見直しを行うと

ともに、全国から多様で優秀な学生を確保す

るため、入試広報を推進する。 

 

 

○入学者選抜改革の検証・改善、入試分析・検証

体制の充実 

  イ 大学院 

社会人や留学生を含めた意欲のある優秀

な大学院生を受け入れるため、修学しやすい

制度や魅力ある教育・研究環境を整備する。 

 

 

○意欲のある優秀な大学院生の確保に向け

た取組の実施 

 

  ⑵ 学生への支援  

   ア 学修者本位の学びを支えるため、附属施設

等の設備やサービスの充実を図るとともに、

全学横断的な学習支援体制の構築や学習環

境の整備を図る。（再掲） 

 

○全学横断的な学習支援体制の運用、評価・

改善（再掲） 

 

   イ 学生が大学生活において自ら学び成長する

機会を増やすため、学生同士が助け合うピ

ア・サポート活動を含めた課外活動を促進

し、そのための環境づくりに取り組む。 

○ピア・サポート活動等の学生の課外活動を

促進するための取組の実施 
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   ウ 学生が安心して充実したキャンパスライフ

を送ることができるよう、教職員によるきめ

細かな支援・相談体制の充実に取り組む。 

 

○学生生活における相談・支援の実施、充実

に向けた検討 

 

   エ 学生の職業意識・職業観の涵養と経済的支

援の充実を図るため、大学業務に携わる学内

ワークスタディのメニューの充実を図る。特

に、大学院生の経済的支援の充実を図る。 

 

○学内ワークスタディの実施 

 

   オ 多様な学生のニーズに応じた就職・キャリ

ア形成支援の充実を図るため、卒業生や外部

専門人材の活用、インターンシップの活性

化、アントレプレナーシップ教育等に取り組

む。 

 

○多様な学生のニーズに応じた就職・キャリ

ア形成支援の点検、評価・改善 

カ 卒業後に地域共創の担い手として広島地

域で活躍する学生が増えるよう、自治体等と

連携を図りながら、広島地域への就職や起

業・作家活動等を促進するための環境づくり

を行う。 

［数値目標］ 

県内企業からの本学就活プラットフォー

ムへの求人票の登録数 

目標値：700 件／年（令和９年度までに） 

現状値：518 件／年（令和２年度） 

 

○卒業後に広島地域で活躍する学生を増や

すための取組の点検、評価・改善 

３ 研究  

  ⑴ 研究活動の活性化  

   ア 大学と地域、自治体、企業等との連携によ

る研究や芸術活動の活性化を図るため、支援

制度・体制の充実を図る。 

 

○研究実施状況を踏まえた体制及び支援制

度の点検、評価・改善 

   イ 本学の学部・研究科構成を活かした特色あ

る研究の活性化を図るため、分野連携研究プ

ロジェクトに積極的に取り組む。 

 

〇分野連携研究の実施状況を踏まえた体制の運

用、評価・改善 

   ウ 芸術学部における芸術作品の制作及び展示

等の教育研究活動の活性化を図るため、学内

外における展示スペースや機会の充実・確保

に取り組む。 

 

○展示・収蔵及び情報発信機能の充実検討 

 

   エ 世界平和の創造・維持に貢献する世界有数

の平和研究の拠点を目指し、「広島発の平和

学」の研究を推進する。 

 

 

オ 研究・芸術活動の更なる活性化と質の向上

を図るため、学外のパートナーとの協働や外

部資金を含む学外の研究リソースを活用し

○学際的な平和学研究及びヒロシマ平和研究教

育機構関係事業の推進 

 

 

 

○外部資金等を活用した研究・芸術活動の推進、

査読付き論文誌・国際学会での発表や主要な公

募展への出展等の促進 
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た研究・芸術活動を推進するとともに、査読

付き論文誌への投稿、国際学会での発表、外

国語での論文発表、国内外の主要な企画展や

公募展への出展等を促進する。 

［数値目標］ 

科学研究費の申請率（研究代表者として新

規・継続申請した教員数） 

  目標値：80.0％（令和９年度までに） 

     現状値：68.9％（令和２年度） 

 

  ⑵ 研究成果の積極的な公開及び還元  

    研究・芸術活動の成果を広く社会に公開・還

元するため、論文発表や出版、シンポジウム・

学会での発表、特許等知的財産権の取得、展覧

会への出展、研究公開イベントへの出展、研究

業績や研究内容のデータベースでの情報発信

等を推進する。 

 

○論文発表や出版・出展・情報発信の推進 

４ 地域・社会貢献  

  ⑴ 地域連携及び産学官連携の推進  

   ア 広島広域都市圏における「まちづくり」・

「賑わいづくり」や地域課題の解決に貢献す

るとともに、次代の地域を担う人材を育成す

るため、地域住民や自治体等との地域共創に

よる教育研究活動を推進する。 

 

イ 地域産業の活性化に貢献し、次代の地域産

業を担う人材を育成するため、広島広域都市

圏の企業等と連携した実践的な産学連携教

育やアントレプレナーシップ教育を推進す

るとともに、広島市をはじめとした自治体、

企業等からの受託研究・共同研究等に積極的

に取り組む。 

［数値目標］ 

企業等からの受託研究・共同研究等の件数 

目標値：53件（令和７年度～令和９年度平均）  

現状値：48件（令和元年度～令和３年度平均）  

 

ウ 地域共創及び産学官連携の取組を活性化

させるため、地域共創拠点をはじめとする推

進体制の整備と機能強化を図る。 

 

エ 卒業後に地域共創の担い手として広島地

域で活躍する学生が増えるよう、自治体等と

連携を図りながら、広島地域への就職や起

業・作家活動等を促進するための環境づくり

を行う。（再掲）  

 

○地域住民や自治体等との地域共創による教育

研究活動の推進 

 

 

 

 

○受託研究・共同研究等の産学官連携による教育

研究活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域連携・産学官連携の推進体制の点検、

評価・改善 

 

 

○卒業後に広島地域で活躍する学生を増や

すための取組の点検、評価・改善（再掲） 
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  ⑵ 生涯学習ニーズ等への対応   

リカレント教育や公開講座等の様々な生涯

学習ニーズに対応するため、広島市をはじめと

する広島広域都市圏の地域住民や企業、自治体

等に広く開かれた学習機会を提供する。  

 

５ 平和 

⑴ ヒロシマから学び、より平和な未来を志向す

る人材を育成するため、平和関連教育の充実を

図る。（再掲） 

 

⑵ 平和学研究科においては、「広島発の平和学」

を創りあげていくことを目指して、科目内容の

充実や広島広域都市圏の大学との連携を進め

ることで、大学院教育の充実を図る。（再掲） 

 

⑶ 世界平和の創造・維持に貢献する世界有数の

平和研究の拠点を目指し、「広島発の平和学」

の研究を推進する。（再掲）  

 

○リカレント教育や様々な生涯学習ニーズ

に対応した公開講座等の実施 

 

 

 

 

○平和関連教育プログラムの実施、評価・改

善（再掲） 

 

 

○「広島発の平和学」を創りあげていくこと

を目指して設置した教育課程の点検や大

学間連携による平和に関する共同教育プ

ログラムの実施等（再掲） 

 

○学際的な平和学研究及びヒロシマ平和研究教

育機構関係事業の推進（再掲） 

 

６ 国際化  

  ⑴ 国際交流の推進  

ア 外国語による実践的なコミュニケーショ

ン能力を向上させるため、正課外を含めた外

国語教育の充実を図る。（再掲） 

 

イ 多様な価値観を受容し、国際性を身に付

け、グローバルに活躍できる人材を育成する

教育に取り組む。（再掲） 

 

ウ グローバルな視野を持ち、多文化共生社会

の一員として活躍できる人材を育成するた

め、オンラインでの交流プログラムなどを含

めた海外学術交流協定大学等との学術交流

及び学生交流を拡充する。 

［数値目標］ 

海外からの受入学生数（オンライン含む） 

目標値：255 人／年（令和９年度までに） 

現状値：212 人／年（令和元年度受入数＋

令和３年度オンライン受入数） 

 

 

○正課外を含めた外国語教育プログラムの

実施、評価・改善（再掲） 

 

 

○グローバル人材育成教育プログラムの点

検、評価・改善（再掲） 

 

 

〇海外学術交流協定校等との学術交流・学生

交流の点検、評価・改善 

  ⑵ 日本人学生及び留学生への支援の充実   

キャンパスの国際化を推進するため、異文化

理解の促進や様々な留学生（派遣・受入）支援

の充実を図る。 

 

 

 

○異文化理解の促進や留学生（派遣・受入）

支援の実施 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達

成するためとるべき措置  

 

１ 戦略的、機動的かつ効率的な運営体制の構築及

び運営の実施 

 

  ⑴ 理事長・学長のリーダーシップの下、データ

に基づいた戦略的大学経営を進めるため、教学

を含めた大学運営全般にわたるＩＲを推進す

る。 

 

○学内関係組織と連携した多角的なＩＲ活

動の推進 

⑵ 大学を取り巻く諸課題に的確に対応し、効率

的で持続可能な大学運営を行うため、附属施設

を含めた大学運営組織及び業務執行体制の見

直しを行うとともに、事業見直しや業務プロセ

スの標準化等の大学業務改革を推進する。  

 

○大学運営組織及び業務執行体制の点検、評

価・改善、大学業務改革の推進 

⑶ 教育研究の更なる質の向上を図り、戦略的、

機動的かつ効率的な大学運営を行うため、教

育、業務・サービス、大学経営のデジタル化を

推進するとともに、セキュアかつ利便性・信頼

性の高いデジタル基盤を構築する。  

 

○大学ＤＸの推進 

⑷ 実務家教員及び専門職員の任用や外部専門

人材の活用等、戦略的な人材の確保や配置を推

進 すると ともに 、教職 協働の 推進や Ｆ Ｄ

（Faculty Development：教員が授業内容・方

法を改善し向上させるための組織的な取組を

いう。）・ＳＤ（Staff Development：教職員を

対象とした資質向上のための組織的な取組を

いう。）研修の実施などにより、教職員の専門

性等の職務能力向上を図る。  

 

○実務家教員等専門人材の配置及び教職員

の人材育成の推進 

⑸ 大学と地域、自治体、企業等との連携による

研究や芸術活動の活性化を図るため、支援制

度・体制の充実を図る。（再掲）  

 

○研究実施状況を踏まえた体制及び支援制

度の点検、評価・改善（再掲） 

 

２ 社会に開かれた大学づくりの推進  

多様なステークホルダーに対して広島市立大

学のブランド価値を広め、大学への支援の輪を一

層拡大するため、広報戦略の見直しを行ったう

え、多様なメディアの活用等を通じ、効果的かつ

魅力的な広報を展開する。また、広島市立大学同

窓会と連携して本学と卒業生との結び付きを強

化する。 

 

 

 

 

 

○情報発信活性化のための体制の運用、取組

の実施、評価・改善 
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するため

とるべき措置 

 

１ 教育研究活動の活性化等の大学運営の持続

的発展に向け、科学研究費や受託研究費をはじ

めとする外部資金の獲得、大学施設・設備の利

活用の促進等による自主財源の確保に努める。 

［数値目標］ 

外部資金獲得金額 

目標値：2.52 億円（令和７年度～令和９年

度平均） 

現状値：2.40 億円（令和元年度～令和３年

度平均） 

［数値目標］ 

外部資金獲得件数 

目標値：184 件（令和７年度～令和９年度平均）  

現状値：175 件（令和元年度～令和３年度平均）  

 

○外部資金の獲得等自己収入の増加に向け

た諸施策の推進 

２ 教育研究の質の向上を図りつつ財務内容を

改善するため、事業の検証に基づく適切な予算

編成及び執行を行うとともに、事務改善や効率

的な施設運営等により経費の削減に取り組む。 

 

○事務事業の継続的な見直しと効率的な予

算執行 

第５ 自己点検、評価及び情報の提供に関する目標を

達成するためとるべき措置 

 

本学の建学の基本理念、教育研究上の目的、人

材育成の目標や各種方針を実現するため、継続的

な自己点検・評価の実施によって内部質保証を徹

底する。さらに、法人評価・認証評価を適正に受

審し、評価に関する情報を積極的に公開すること

でステークホルダーへの説明責任を果たす。 

 

○全学的な内部質保証の推進 

第６ その他業務運営に関する重要目標を達成する

ためとるべき措置  

 

 １ 施設・設備の効率的な維持管理と長寿命化を図

るため、「広島市立大学保全（長寿命化）実行計

画」に基づき、計画的な維持保全に取り組む。ま

た、施設・設備機器等の維持改修等に際してはバ

リアフリー、ユニバーサルデザイン、環境保全、

セキュリティ等に配慮する。  

 

２ 学生及び教職員が安心して学び、働くことがで

きる良好な教育研究環境を維持・確保するため、

ハラスメント根絶に向けた取組や研究不正防止

に係る取組の徹底等、人権や法令遵守に関する意

識の向上を図るとともに、感染症や災害等の不測

の事態に適切に対応できる体制及びメンタルヘ

ルス対策の充実等に取り組む。 

 

○施設保全（長寿命化）実行計画の推進 

 

 

 

 

 

 

○ハラスメント根絶の取組の強化、研究不正

防止等の取組の推進、危機管理体制の充

実、メンタルヘルス対策の充実 
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３ 男女共同参画等、ダイバーシティの尊重と推進

に全学的に取り組む。 

［数値目標］ 

女性教員比率 

目標値：21.6％（令和９年度までに） 

現状値：16.8％（令和４年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ダイバーシティ推進施策の企画及び実施 
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第７ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資

金計画 

１ 予算（令和４年度～令和９年度） 

 

区 分 金 額 

 

 収入 

  運営費交付金 

  授業料、入学料及び 

  入学検定料収入 

  受託研究収入 

  共同研究収入 

  受託事業収入 

  寄附金収入 

  補助金収入 

  雑収入 

  前中期目標期間繰越 

  積立金取崩収入 

計 

 

 

 支出 

  教育経費 

  研究経費 

  教育研究支援経費 

  人件費 

  一般管理費 

  受託研究経費 

  共同研究経費 

  受託事業費 

  寄附金事業費 

  補助事業費 

  施設整備費 

計 

 

 

 

１９３億６，５００万円 

７２億３，１００万円 

 

１億８，７００万円 

９，５００万円 

１，６００万円 

１億２，９００万円 

１億３，３００万円 

９億７，０００万円 

８億７，３００万円 

 

２８９億９，９００万円 

 

 

 

１８億８，６００万円 

８億４，３００万円 

３８億７，２００万円 

１７６億７，７００万円 

３７億６，１００万円 

１億８，７００万円 

９，５００万円 

１，６００万円 

１億２，９００万円 

１億３，３００万円 

 ４億円 

２８９億９，９００万円 

 

（注）科学研究費補助金（間接経費を除く。）は計上して 

いない。 

 

〔積算にあたっての基本的な考え方〕 

令和４年度予算を基準として、６年間の予算を見積っ

ている。 

〔人件費の見積り〕 

人件費の見積りは退職手当を含んでおり、定年退職見

込み及び普通退職の過去実績を踏まえ試算している。 

〔運営費交付金について〕 

各事業年度に交付される運営費交付金の額について

は、予算編成過程において、再計算の上、決定される。 

 

 

 

○予算（令和８年度） 

 

区 分 金 額 

 

収入 

 運営費交付金 

 授業料、入学料及び入 

 学検定料収入 

 受託研究収入 

 共同研究収入 

 受託事業収入 

 寄付金収入 

 補助金収入 

 雑収入 

 前中期目標期間繰越積 

 立金取崩収入 

     計 

 

 

支出 

 教育経費 

 研究経費 

 教育研究支援経費 

 人件費 

 一般管理費 

 受託研究経費 

 共同研究経費 

 受託事業費 

 寄附金事業費 

 補助事業費 

 施設整備費 

     計 

 

 

 

３８億７，３００万円 

１０億４，９００万円 

 

３，７００万円 

   １，６００万円 

６００万円 

２，６００万円 

０ 

１億５，８００万円 

２，９００万円 

１億１，２００万円 

 

５３億  ６００万円 

 

 

２億７，０００万円 

１億４，４００万円 

６億  ３００万円 

３３億２，７００万円 

８億７，７００万円 

３，７００万円 

１，６００万円 

６００万円 

２，６００万円 

０ 

０ 

５３億  ６００万円 

（注）科学研究費補助金（間接経費を除く。）は計

上していない。 
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２ 収支計画（令和４年度～令和９年度） 

 

区 分 金 額 

 

 費用の部 

  経常費用 

   業務費 

    教育経費 

    研究経費 

    教育研究支援経費 

    受託研究費 

    共同研究費 

    受託事業費 

    寄附金事業費 

    補助事業費 

    人件費 

   一般管理費 

   財務費用 

   減価償却費 

  臨時損失 

 

 収入の部 

  経常収益 

   運営費交付金収益 

   授業料収益 

   入学料収益 

   入学検定料収益 

   受託研究収益 

   共同研究収益 

   受託事業収益 

   寄附金収益 

   補助金収益 

   雑益 

   資産見返負債戻入 

資産見返運営費交付金等戻入 

      資産見返寄附金戻入 

      資産見返物品受贈額戻入 

      資産見返補助金等戻入 

  臨時利益 

 

 純損益 

 

 前中期目標期間繰越積立金取崩 

 

２９２億１，４００万円 

２９２億１，４００万円 

２３１億１，４００万円 

２４億５，８００万円 

８億２，５００万円 

１５億９，４００万円 

１億８，７００万円 

９，５００万円 

１，６００万円 

１億２，９００万円 

１億３，３００万円 

１７６億７，７００万円 

３０億１，６００万円 

２億６，４００万円 

２８億２，０００万円 

０ 

 

２８７億４，１００万円 

２８７億４，１００万円 

１９３億４，５００万円 

６２億９，２００万円 

１１億７，８００万円 

２億２，５００万円 

１億８，７００万円 

９，５００万円 

１，６００万円 

１億２，９００万円 

１億３，３００万円 

９億７，０００万円 

   １億７，１００万円 

７，８００万円 

２，２００万円 

７，０００万円 

１００万円 

０ 

 

▲４億７，３００万円 

 

４億７，３００万円 

（注）収支計画は、損益計算書の例によっているため、

同計画の金額と予算及び資金計画の金額には相

違があるものがある。 

 

○収支計画（令和８年度） 

 

区 分 金 額 

 

費用の部 

 経常費用 

  業務費 

   教育経費 

   研究経費 

   教育研究支援経費 

   受託研究費 

   共同研究費 

   受託事業費 

   寄附金事業費 

   補助事業費 

   人件費 

  一般管理費 

  財務費用 

  減価償却費 

 臨時損失 

 

収入の部 

 経常収益 

  運営費交付金収益 

  授業料収益 

  入学料収益 

  入学検定料収益 

  受託研究収益 

  共同研究収益 

  受託事業収益 

  寄附金収益 

  補助金収益 

  雑益 

 臨時利益 

純損益 

 

積立金取崩 

 

前中期目標期間繰越積立金取崩 

 

総損益 

 

５４億  ５００万円 

５４億  ５００万円 

４１億４，２００万円 

３億６，６００万円 

１億４，１００万円 

２億２，２００万円 

３，７００万円 

１，６００万円 

６００万円 

２，６００万円 

０ 

３３億２，８００万円 

７億５，３００万円 

４，５００万円  

４億６，５００万円 

０ 

 

５２億７，０００万円 

５２億７，０００万円 

３８億７，３００万円 

９億５，８００万円 

１億６，０００万円 

３，５００万円 

３，７００万円 

１，６００万円 

６００万円 

２，６００万円 

０ 

１億５，９００万円 

０ 

▲１億３，７００万円 

 

２，９００万円 

 

１億１，２００万円 

 

４００万円 

（注）収支計画は、損益計算書の例によっている

ため、同計画の金額と予算及び資金計画の

金額には相違があるものがある。 
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３ 資金計画（令和４年度～令和９年度） 

 

区 分 金 額 

 

 資金支出 

  業務活動による支出 

  投資活動による支出 

  財務活動による支出 

  次期中期目標期間へ 

    の繰越金 

 

 資金収入 

  業務活動による収入 

   運営費交付金 

   授業料、入学料及び 

入学検定料収入 

   受託研究収入 

   共同研究収入 

   受託事業収入 

   寄附金収入 

   補助金収入 

   雑収入 

  投資活動による収入 

  財務活動による収入 

  前期中期目標期間よ 

  りの繰越金  

 

 

２８９億９，９００万円 

２５５億１，７００万円 

５億６，９００万円 

２９億１，３００万円 

０ 

 

 

２８９億９，９００万円 

２８１億２，６００万円 

１９３億６，５００万円 

７２億３，１００万円 

 

１億８，７００万円 

９，５００万円 

１，６００万円 

１億２，９００万円 

１億３，３００万円 

９億７，０００万円 

０ 

０ 

８億７，３００万円 

 

 

○資金計画（令和８年度） 

 

区 分 金 額 

 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 

 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金 

  授業料、入学料及び入 

  学検定料収入 

  受託研究収入 

  共同研究収入 

  受託事業収入 

  寄附金収入 

  補助金収入 

  雑収入 

  積立金取崩による収入 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

前中期目標期間繰越積

立金取崩収入 

 

 

５３億０，６００万円 

４８億  １００万円 

２，８００万円 

４億７，７００万円 

 

 

 

５３億  ６００万円 

５１億９，４００万円 

３８億７，３００万円 

１０億４，９００万円 

 

３，７００万円 

１，６００万円 

６００万円 

２，６００万円 

０ 

１億５，８００万円 

２，９００万円  

０ 

０ 

１億１，２００万円 

 

  

第８ 短期借入金の限度額等  

１ 短期借入金の限度額  

   ４億円 

 

○４億円 

 

２ 短期借入の想定理由  

   事故の発生等による緊急に必要な費用に充てるた

め、短期借入を想定する。 

 

○事故の発生等による緊急に必要な費用に充てる

ため、短期借入を想定する。 

第９ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産

となることが見込まれる財産の処分及びその他の重

要な財産の譲渡又は担保に関する計画 

 

   なし 

 

○なし 

第 10 剰余金の使途  

   決算において剰余金が発生した場合は、教育研究等

の質の向上及び組織運営の改善のための費用に充て

る。 

○決算において剰余金が発生した場合は、教

育研究等の質の向上及び組織運営の改善

のための費用に充てる。 
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第 11 広島市の規則で定める業務運営に関する事項  

１ 積立金の処分に関する計画   

   前中期目標期間繰越積立金は、教育研究等の質の向

上及び組織運営の改善のための費用に充てる。 

 

○前中期目標期間繰越積立金は、教育研究等

の質の向上及び組織運営の改善のための

費用に充てる。 

２ その他法人の業務運営に関し必要な事項   

   なし 

 

○なし 

 


